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交付対象経費
国のR6補正予算分（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分（交付限度額②）
（令和６年度低所得世帯支援枠等

分）給付費

国のR6補正予算分（交付限度額③）
（令和６年度低所得世帯支援枠等

分）事務費

国のR6補正予算分（交付限度額④）（給
付支援サービス分）

国のR7予備費分（交付限度額⑤）（推奨
事業メニュー分）

国のR7補正予算分（交付限度額⑥）
（推奨事業メニュー分）

その他（一般財源や補助対
象外経費等）

総事業費に係る
事務費

合計 930,684 887,882 203,119 271,545 19,698 3,930 53,610 335,980 42,802

令和6年度住民税均等割非課税世帯
（3万円）

＋こども加算（2万円）
＋不足額給付

（令和６年度低所得世帯支援枠等）

1
R6_補正・R7_

予備
推奨事業・低

所得
○ ○ ○

令和6年度住民税非課税世帯及
び不足額給付金事業【物価高騰
対策給付金】

Ⅱ．物価高の克服／米
国関税措置

○ － 296,504 296,504 5,000 271,545 19,698 261 0

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R6補正）
2 R6_補正 給付支援 ○ ○ ○

令和7年度定額減税補足給付金
事業【給付支援サービス利用
料】

Ⅱ．物価高の克服 ○ － 3,996 3,930 3,930 66

令和６年度低所得世帯支援枠等関連の給
付費（家計急変への横出し等・R6補正）

3 0 0

事務費
（上乗せ・横出し）

4 0 0

R7補正推奨事業メニューのうち
食料品の物価高騰に対する特別加算

（市区町村のみ記載）
5 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○

じのーんくらし応援給付金事業
【物価高騰対策】

Ⅰ．生活の安全保障・
物価高への対応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別

加算

④消費下支え
等を通じた生活

者支援
330,000 330,000 330,000 0 30,000

6 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
令和7年度小学校給食費物価高
騰対策助成事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴う
子育て世帯
支援

38,467 38,467 38,467 0

7 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
令和7年度こども医療費助成事
業（単独）【物価高騰対策】

Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴う
子育て世帯
支援

35,436 35,436 35,436 0

8 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
令和7年度水道事業会計補助金
事業（物価高騰対応分）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例より
も更に効果が
あると判断す
る地方単独
事業

物価高騰はすべての生活者・事業者に影響を
及ぼしている。ライフラインである水道料金の
一部を減免することで、すべての生活者・事業
者へ手続等不要で支援を実施することができ
る。

120,216 120,216 120,216 0

9 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
令和７年度私立学校等給食費
助成事業【物価高騰対策】

米国関税措置 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴う
子育て世帯
支援

13,252 13,252 13,252 0

10 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
令和７年度保育所等食材料費
負担軽減事業【物価高騰対策】
（R7予備費分）

米国関税措置 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する物
価高騰対策
支援

70,964 31,579 31,579 39,385

11 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
令和７年度保育所等食材料費
負担軽減事業（放課後児童クラ
ブ）【物価高騰対策】

米国関税措置 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する物
価高騰対策
支援

6,703 3,352 3,352 3,351

12 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
令和７年度自治会防犯灯対策
事業【物価高騰対策】

米国関税措置 ○

⑦中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

2,166 2,166 2,166 0

13 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
令和７年度農水産事業者物価
高騰対策支援事業（R7予備費
分）

米国関税措置 ○

⑥農林水産
業における物
価高騰対策
支援

3,000 3,000 3,000 0

14 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
令和７年度保育所等食材料費
負担軽減事業【物価高騰対策】
（R6補正分）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する物
価高騰対策
支援

4,000 4,000 4,000 0

15 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
令和７年度農水産事業者物価
高騰対策支援事業（R7補正分）

Ⅰ．生活の安全保障・
物価高への対応

○

⑧農林水産
業における物
価高騰対策
支援

5,980 5,980 5,980 0 80

令和７年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰の
影響を受けた
生活者等に対
して事業の効
果が直接及ぶ

臨時の措置で
あることが分
かる事業名称
としている

交付対象事業の名称 経済対策等との関係

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも関連

する場合は、M～O列に追加で選択してください。
沖縄県

宜野湾市
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市区町村でR7補正①の事業について複数計画してい
る場合は、１つをNo.５に記入の上それ以外はNo.６
以降に記入しL列で当該推奨事業メニューを選択し
てください。
都道府県でR7補正①の事業を計画している場合は、
NO.6以降に記入しL列で当該推奨事業メニューを選
択してください。

「推奨事業メニュー例よりも更に効果が
あると判断する地方単独事業」を選択し
た場合の、より効果があると考える理由

総事業費

Ｂ Ｃ
Ｂ２



令和6年度住民税非課税世帯及
び不足額給付金事業【物価高騰
対策給付金】

令和7年度定額減税補足給付金
事業【給付支援サービス利用
料】

じのーんくらし応援給付金事業
【物価高騰対策】

令和7年度小学校給食費物価高
騰対策助成事業

令和7年度こども医療費助成事
業（単独）【物価高騰対策】

令和7年度水道事業会計補助金
事業（物価高騰対応分）

令和７年度私立学校等給食費
助成事業【物価高騰対策】

令和７年度保育所等食材料費
負担軽減事業【物価高騰対策】
（R7予備費分）

令和７年度保育所等食材料費
負担軽減事業（放課後児童クラ
ブ）【物価高騰対策】

令和７年度自治会防犯灯対策
事業【物価高騰対策】

令和７年度農水産事業者物価
高騰対策支援事業（R7予備費
分）

令和７年度保育所等食材料費
負担軽減事業【物価高騰対策】
（R6補正分）

令和７年度農水産事業者物価
高騰対策支援事業（R7補正分）

交付対象事業の名称

配分予定額計 総務省

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々
の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R6,R7の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　10,757世帯×30千円、子ども
加算　3,369人×20千円、、定額減税を補足する給付（うち不足額給
付）の対象者　17,800人　(333,140千円）　　のうちR7計画分
事務費　24,959千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委
託料　使用料及び賃借料　人件費　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（10,757世帯）、定額減税を補足
する給付（うち不足額給付）の対象者数（17,800人）

－ ○ － R7.1 R8.3
対象世帯に対して令和7年3月までに支給を開始
する

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連しな
い

ホームページ、広報誌等 R6補正（地）

①物価高が続く中で低所得世帯等への支援を行うため、迅速かつ効
率的な給付が可能となるような、給付支援サービスを導入する。
②デジタル庁が構築する給付支援サービスの導入・初期費用及び利
用料
③給付支援サービスの導入・初期費用及び利用料　3,996千円
④給付対象者、地方公共団体

－ ○ － R7.7 R8.3
市民の利用について、令和７年９月より開始す
る。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連しな
い

ホームページ、広報誌等 R7当初（地）

①食料品の価格高騰の影響を受けている全ての市民に対して電子マ
ネーまたは現金を支給することで、直接的な家計支援及び消費下支
えに寄与する。紙ベースによる申請と並行して電子申請による電子マ
ネーまたは現金支給を取り入れることにより、迅速な支援が可能とな
る。
また、電子マネーは電子クーポンと合わせて利用（市内限定で割引を
受けられる電子クーポンを付与）することで、市内の各店舗等での活
用を促進し、市内事業者の賃上げの意向醸成にもつなげる。
②給付金及び事務費
③給付金　1,105,000千円のうち約27％をR7年度中に給付見込
（300,000千円）
（電子マネー：650,000千円＝12,000円×10万人×52.5％、現金支給：
475,000千円＝10,000円×10万人×47.5％）
事務費　141,973千円のうち、R7年度給付金の10％支出見込（30,000
千円）
（事務費の内容：人件費、需用費（消耗品費等）、役務費（通信運搬費
等）、委託料、使用料及び賃借料
④全市民約10万人

－ ○ － R8.2 R8.4以降

食料品の価格高騰の影響を受ける全市民約10
万人に対し、現金または電子マネーを1万円給付
することで消費を下支えし、また市内限定電子
クーポン2000円分を給付することで地域経済を
活性化しひいては市内事業者の賃上げ意向醸
成に繋げる。直近の給付金事業を参考に支給率
88％を目標とする。
また、給付手法として公金受取口座を使用する
ことでマイナンバーカード保有率の上昇を狙う。

① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みある
いは予定

農林水産・食品分野 電子クーポン 電子クーポン

Q&A　2-1
電子クーポンについて、使用期限を設ける。
Q&A　3-1
給付の目的：食料品の価格高騰による影響を受ける市民
の負担を軽減する。給付内容を現金または電子マネーと
することで、直接的な家計支援及び消費下支えに寄与す
る。さらに、市内限定クーポンを給付することで、地域経済
の活性化ひいては市内事業者の賃上げ意向醸成に繋げ
る。
給付対象者の合理的な範囲：現金のみならず電子マネー
及び市内限定クーポンとの選択式とすることで、地域経済
活性化を図る。また、沖縄県は島嶼県であることから、あら
ゆる品目に輸送コストがかかっており、全市民がなべて物
価高騰の影響を受けている。これまで全国一律で低所得
世帯への給付金事業を行ってきたことから、所得を制限せ
ずこれまで恩恵を受けられなかった世帯を含め給付対象と
する。

ホームページや広報誌、SNS等に
より周知

計画に関する諸条件キ
算出の根拠となる事業の確定等の
調整のために不測の日数を要し、
計画を再検討した結果、交付対象
事業の完了が３月下旬となるため

R7補正（地）

①公立小学校の児童に提供している学校給食において、食材費の価
格高騰のため、令和７年度より給食費の価格改定を行う。価格改定に
よる負担増分を助成することにより、物価高騰による小学生の保護者
の負担軽減を図る。
②補助金及び事務費
③補助金：995名×5,860円+5,165名×6,050円+105名×12,100円≒
38350千円、時間外手当：117千円
④宜野湾市立小学校に在籍児童の保護者（教職員等を除く）

－ － － R7.4 R8.3

児童（教職員等を除く）6,265人分の学校給食費
価格改定による負担増分を助成することにより、
物価高騰による小学生の保護者の負担を軽減
する。

⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定 給食
ホームページや広報誌、SNS等に
より周知 R7当初（地）

①高校生年代のこどもの医療費を助成することにより、物価高騰の影
響を受けている子育て世帯の負担軽減を図る。
②助成金及び事務費
③助成金：2,417,575円/月（中学校３年生の実績より算出）×４カ月×
３学年＝29,011千円、事務費（時間外手当：192千円、印刷製本費：
878千円、通信運搬費：3,276千円、システム等委託料：2,079千円）
④高校生年代（15歳到達後最初の４月１日から18歳到達後最初の3
月31日まで）の約3,500人

－ － － R7.12 R8.3

高校生年代（15歳到達後最初の４月１日から18
歳到達後最初の3月31日まで）の約3,500人の医
療費を助成することにより、保護者の負担を軽減
する。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連しな
い

ホームページや広報誌、SNS等に
より周知 R7当初（地）

①物価高騰により令和７年4月より改定された水道料金の価格改定分
を6カ月間減免し、物価高騰の影響を受ける市民及び事業者の負担を
軽減する。
②補助金（一般会計から公営企業会計に繰り出し、価格改定分の水
道料金減免に係る費用）
③対象水量6カ月分(4,751,639㎥)×R7年4月価格改定分(23円/㎥)×
消費税(10％)
④官公署・臨時用を除く全給水契約者（家庭用・営業用）

－ － － R7.6 R7.11
上下水道局が行う市内全世帯（官公署・臨時用
除く）への価格改定分（23円/㎥）を6カ月分減免
するために要する費用を支援する。

② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定
対象分野に関連しな
い

ホームページや広報誌、SNS等に
より周知 R7当初（地）

①私立学校等の小学校に在籍する児童の保護者に対し、私立学校等
給食費助成金を支給することにより、物価高騰等の影響を受けている
子育て世帯の家計への負担軽減を図る。
②助成金及び事務費
③助成金：5,400円×1/2（市立小学校給食費の半額を上限）×11ヵ月
×430名＝12,771,000円、事務費（時間外手当：140千円、需用費：30
千円、役務費等：311千円）
④私立学校等に在籍し、学校給食を利用している宜野湾市民である
児童の保護者（教職員等を除く）

－ － － R7.4 R8.4以降

私立学校等の小学校に在籍する市内在住児童
430人の保護者に対し、私立学校等給食費の半
額を助成をすることにより、物価高騰等に伴う子
育て世帯の家計への負担を軽減する。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定 給食
各私立学校等へのポスター掲示、
ホームページ、SNS等により周知

計画に関する諸条件キ
算出の根拠となる事業の確定等の
調整のために不測の日数を要し、
計画を再検討した結果、交付対象
事業の完了が３月下旬となるため

R7補正（地）

NO10、NO14は同じ事業
①食材費が価格高騰する中、保護者に新たな負担を課すことなく、保
育園等においてこれまでどおりの栄養バランスや量を保った給食が実
施されるよう施設に 対し給付金を交付することにより、保護者負担の
軽減及び私立保育所等の負担軽減を図る。
②給付金
③64円（単価）×4,420人(児童数)×265日(給食提供日数)＝
74,963,200円（うち県補助額を除く市負担分の35,579千円に交付金を
充当）
④認可保育所等、認可外保育所（教職員等を除く）

－ － － R7.4 R8.4以降

児童（教職員等を除く）4420人分の食材料費の
物価高騰分（単価64円/日）を給付することによ
り、保護者に新たな負担を課すことなく、私立保
育所等の負担を軽減する。

⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
保育所・幼稚園・認
定こども園等

ホームページや広報誌、SNS等に
より周知

計画に関する諸条件キ
算出の根拠となる事業の確定等の
調整のために不測の日数を要し、
計画を再検討した結果、交付対象
事業の完了が３月下旬となるため

R7補正（地）

①食材費が価格高騰する中、保護者に新たな負担を課すことなく、放
課後児童クラブにおいてこれまでどおりの栄養バランスや量を保った
軽食等が実施されるよう施設に 対し給付金を交付することにより、保
護者負担の軽減及び放課後児童クラブの負担軽減を図る。
②給付金
③17円（単価）×1,540人（児童数）×256日（軽食等提供日数）＝
6,702,080円（うち県補助額を除く市負担分の3,352千円に交付金を充
当）
④放課後児童クラブ（教職員等を除く）

－ － － R7.4 R8.4以降

児童（教職員等を除く）1540人分の食材料費の
物価高騰分（単価17円/日）を給付することによ
り、保護者に新たな負担を課すことなく、放課後
児童クラブの負担を軽減する。

⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
保育所・幼稚園・認
定こども園等

ホームページや広報誌、SNS等に
より周知

計画に関する諸条件キ
算出の根拠となる事業の確定等の
調整のために不測の日数を要し、
計画を再検討した結果、交付対象
事業の完了が３月下旬となるため

R7補正（地）

①地域の安心・安全のために設置された防犯灯の電気代に対し補助
を行うことにより、エネルギー価格高騰の影響を受ける自治会の負担
軽減を図り、また、地域の防犯力維持に資する。
②補助金
③50円（単価）×3,609灯×12月＝2,165,400円
④自治会

－ － － R7.4 R8.3
自治会が管理する防犯灯3,609灯のエネルギー
価格が高騰している電気代（単価50円/灯）を支
援することで、自治会の負担を軽減する。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連しな
い

ホームページや広報誌、SNS等に
より周知 R7当初（地）

NO13、NO15は同じ事業
①物価高騰により生産活動、漁業活動に必要な様々な資材高騰の影
響を受けている市内農水産事業者に対し、経費負担の軽減を図るた
め助成金を給付することにより、事業経営の安定化を支援する。
②助成金及び事務費
③総事業費：8,980千円
〇助成金　8,900千円
※助成金額は出荷高・水揚げ高により変動。（５万円、10万円、15万
円、　20万円の４段階）
・農業者　60件× 5万円＝3,000千円
・漁業者　57件×5万円～20万円＝5,900千円
〇事務費    80千円（人件費、通信運搬費等）
④市内農水産事業者

－ － － R8.2 R8.4以降

物価高騰の影響の影響を受けている市内農水
産事業者117件へ出荷高等に応じた助成金（５
～20万円）を支給することにより、事業経営の安
定化を支援する。

② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定 農林水産・食品分野 農業経営
ホームページや広報誌、SNS、事
業者への個別連絡等により周知

計画に関する諸条件キ
算出の根拠となる事業の確定等の
調整のために不測の日数を要し、
計画を再検討した結果、交付対象
事業の完了が３月下旬となるため

R7補正（地）

NO10、NO14は同じ事業
①食材費が価格高騰する中、保護者に新たな負担を課すことなく、保
育園等においてこれまでどおりの栄養バランスや量を保った給食が実
施されるよう施設に 対し給付金を交付することにより、保護者負担の
軽減及び私立保育所等の負担軽減を図る。
②給付金
③64円（単価）×4,420人(児童数)×265日(給食提供日数)＝
74,963,200円（うち県補助額を除く市負担分の35,579千円に交付金を
充当）
④認可保育所等、認可外保育所（教職員等を除く）

－ － － R7.4 R8.2

児童（教職員等を除く）4420人分の食材料費の
物価高騰分（単価64円/日）を給付することによ
り、保護者に新たな負担を課すことなく、私立保
育所等の負担を軽減する。

⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
保育所・幼稚園・認
定こども園等

ホームページや広報誌、SNS等に
より周知 R6補正（地）

NO13、NO15は同じ事業
①物価高騰により生産活動、漁業活動に必要な様々な資材高騰の影
響を受けている市内農水産事業者に対し、経費負担の軽減を図るた
め助成金を給付することにより、事業経営の安定化を支援する。
②助成金及び事務費
③総事業費：8,980千円
〇助成金　8,900千円
※助成金額は出荷高・水揚げ高により変動。（５万円、10万円、15万
円、　20万円の４段階）
・農業者　60件× 5万円＝3,000千円
・漁業者　57件×5万円～20万円＝5,900千円
〇事務費    80千円（人件費、通信運搬費等）
④市内農水産事業者

－ － － R8.2 R8.4以降

物価高騰の影響の影響を受けている市内農水
産事業者117件へ出荷高等に応じた助成金（５
～20万円）を支給することにより、事業経営の安
定化を支援する。

② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定 農林水産・食品分野 農業経営
ホームページや広報誌、SNS、事
業者への個別連絡等により周知

計画に関する諸条件キ
算出の根拠となる事業の確定等の
調整のために不測の日数を要し、
計画を再検討した結果、交付対象
事業の完了が３月下旬となるため

R7補正（地）

令和７年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

                           821,082 移替先 交付限度額計 1,557,092                                                      

事業終期 成果目標（可能な限り定量的指標を設定）
国の重点支援地方交付金が活用されてい

る旨の明記

備考1
(重点支援地方交付
金の追加を踏まえ
た各省庁の通知の
発出状況に定義さ
れている対象分野)

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

特定事業
者等支援

個人を対
象とした
給付金等

基金 事業始期

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小規
模事業者の賃上げ環境
整備」における細分化

項目

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等ふまえ

た対応について記載

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）

備考5
(事業の終期が令和8年3月を超え
ることが見込まれる場合、その

事情)

自治体での予算区分

(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通知の発出状況に
定義されている対象分野)


